
令和8年4月1日

検診内容

【受入医療機関】

医療機関住所 電話番号

妙高市美守1-12-9 0255-72-4103

妙高市田町2-4-7 0255-72-3161

上越市大豆1-11-11 025-523-1103

上越市鴨島1100 025-522-2000

城北レディースクリニック 上越市栄町5-16 025-521-7700

上越市新光町3-6-16 025-546-7660

上越市柿崎区柿崎6412-1 025-536-3131

上越市大道福田616 025-524-3000

上越市南高田町６－９ 025-523-2131

【注意】

【受診間隔】 ✿子宮頸がん検診は、原則2年に1回の受診となります。

✿診療時間、予約の有無などの詳細については、受診する前に必ず電話やホームページなどで
ご確認ください。

✿乳がん検診の施設検診は行っていません。ご希望のかたは市の集団検診（マンモグラフィ
検査）をご利用ください。

県立柿崎病院

上越地域医療センター病院

妙高市民で20歳以上の女性
のかた
（平成19年3月31日以前に
生まれた女性）

✿市の検診受診の助成は、医療機関・集団での受診をあわせて4月1日～翌年3月31日の間で
1回のみです。（年に2回受診した場合は、2回目は全額自己負担となります）

妙高市

上越市

愛クリニック

厚生連けいなん総合病院

上田レディースクリニック

大島クリニック

菅谷ウイメンズクリニック

厚生連上越総合病院

✿２０～６９歳のかた：２，５0０円
✿７０～７４歳のかた：　　８5０円
✿７５歳以上のかた　：　　無　料

※検診料金は検診受診時に、医療機関の窓口で徴収させ
て
　いただきます。

＜検診料金の免除について＞
　以下に該当するかたは検診料金が無料になります。

　①市民税非課税世帯のかた
　（世帯全員が非課税の場合に対象となります。）
　➡検診日の1週間前までに、市役所健康保険課
　　または各支所で申請書を提出してください。
　　後日、料金免除決定通知書を郵送いたします
　　ので、検診当日にご提示ください。

　②生活保護のかた、中国残留邦人等世帯のかた
　③身体障害者手帳1～3級、療育手帳A、精神障害者
　　保健福祉手帳1～2級のいずれかをお持ちのかた
　➡検診日に被保護者証明書（生活保護世帯のかた）、
　　本人確認証（中国残留邦人等世帯のかた）、各種
　　障害者手帳をお持ちになり、受付でご提示ください。

視触/細胞診

検診料金（年齢は令和9年3月31日現在です）

医療機関名

対象者

≪問い合わせ≫
妙高市健康保険課

電話：７４－００１３

医療機関での子宮頸がん検診のご案内


